
○

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
七
十
八
条
関
係
）

改

正

案

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

附

則

附

則

（
特
例
社
債
に
係
る
振
替
受
入
簿
の
記
載
手
続
又
は
記
録
手
続
）

（
特
例
社
債
に
係
る
振
替
受
入
簿
の
記
載
手
続
又
は
記
録
手
続
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
特
例
社
債
の
社
債
権
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

２

前
項
の
申
請
を
す
る
特
例
社
債
の
社
債
権
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

請
人
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
特
例
社
債
の
発
行
者
が
第
十
三
条
第
一
項
の
同

請
人
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
特
例
社
債
の
発
行
者
が
第
十
三
条
第
一
項
の
同

意
を
与
え
た
振
替
機
関
に
対
し
、
当
該
特
例
社
債
の
社
債
券
（
弁
済
期
が
到
来

意
を
与
え
た
振
替
機
関
に
対
し
、
当
該
特
例
社
債
の
社
債
券
（
弁
済
期
が
到
来

し
て
い
な
い
利
札
が
欠
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
申
請
人
の

し
て
い
な
い
利
札
が
欠
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
申
請
人
の

た
め
に
開
設
さ
れ
た
当
該
特
例
社
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
を
示
さ
な
け

た
め
に
開
設
さ
れ
た
当
該
特
例
社
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
例
社
債
が
証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
例
社
債
が
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年

る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三

法
律
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
処

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
三
条
の
規

分
の
制
限
に
係
る
登
録
、
質
権
（
転
質
の
場
合
を
含
む
。
）
の
設
定
の
登
録
又

定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
。
次
項
に

は
担
保
権
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
登
録
債
」
と
い
う
。

お
い
て
「
旧
社
債
等
登
録
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登

）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
社
債
に
係
る
次
項
の
証
明
を
も
っ
て
、
社
債

録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
処
分
の
制
限
に
係
る
登
録
、
質
権
（
転
質
の
場
合
を
含

券
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
。
）
の
設
定
の
登
録
又
は
担
保
権
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以

下
「
登
録
債
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
社
債
に
係
る
次
項

の
証
明
を
も
っ
て
、
社
債
券
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
例
社
債
（
登
録
債
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
社
債
権
者
は
、
当
該
特
例

３

特
例
社
債
（
登
録
債
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
社
債
権
者
は
、
当
該
特
例

－５０５－



社
債
に
つ
い
て
、
登
録
機
関
（
旧
社
債
等
登
録
法
第
二
条
に
規
定
す
る
登
録
機

社
債
に
つ
い
て
、
登
録
機
関
（
社
債
等
登
録
法
第
二
条
に
規
定
す
る
登
録
機
関

関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
証

証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
社
債

明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
社
債
の

の
登
録
の
抹
消
の
請
求
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
録
の
抹
消
の
請
求
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

－５０６－


